
令和8年4月1日現在の人口と世帯
※「（　）」内の数値は対前月増減

人口116,687人（＋156） 世帯数57,742（＋218）
男56,493人（＋75） 女60,194人（＋81）

市民生活

軽自動車税納税通知書の発送

　バイクや軽自動車等の所有者に課
税される、 ８ 年度の軽自動車税の納
税通知書を ５ 月11日㈪に発送します。
通知書に記載されている金融機関・
ゆうちょ銀行（郵便局）・コンビニエ
ンスストア・スマートフォンアプリ
または納付書に印刷された「eL-QR」

（二次元コード）を利用することで納
付ができます。
l▼納税通知書について＝課税課市
民税係軽自動車税担当☎０４２・４７０・
７７７７（内線2332）▼納付方法について
＝納税課☎042・470・7729

5 月は赤十字運動月間

　赤十字運動月間中は、全国で赤十
字活動のPRイベントと活動資金の
募集キャンペーンが行われます。市
内では「防災・減災に役立つ知識を
身につけよう」というテーマのイベ
ントが開催されます。
a 5 月 9 日㈯午前11時～午後 3 時b
市役所 1 階屋内ひろばc▼簡易トイ
レの説明（持ち帰り可）▼三角巾を利

用した応急手当の体験▼防災・減災
に役立つミニ体験▼写真パネル展な
どj主催は市赤十字奉仕団k当日会
場でl福祉総務課福祉政策係☎042
・470・7785

l納税課管理係☎０４２・４７０・７７２９

令和 ８年度　市税などの納付にご協力ください

納期限一覧表

固定資産税・
都市計画税 軽自動車税

市民税・都民税
・森林環境税
（普通徴収）

国民健康保険税
・介護保険料

後期高齢者
医療保険料

１期 ６月１日 ６月１日 ６月３０日 ７月３１日 ７月３１日

２期 ７月３１日 ８月３１日 ８月３１日 ８月３１日

３期 １２月２５日 １１月２日 ９月３０日 ９月３０日

４期 ３月１日 ２月１日 １１月２日 １１月２日

５期 １１月３０日 １１月３０日

６期 １２月２５日 １２月２５日

７期 ２月１日 ２月１日

８期 ３月１日 ３月１日

９期 ３月２５日

　 ８ 年度の市税など（固定資産税
・都市計画税、軽自動車税、市民
税・都民税・森林環境税〈普通徴
収〉、国民健康保険税・介護保険料、
後期高齢者医療保険料）の納期限
は右表の通りです。
　納期限までに市税などを完納し
ていないと、延滞金が加算される
だけでなく、滞納処分が行われる
場合もありますので、ご注意くだ
さい。
■納付にお困りのときは
　病気･事故･災害など、やむを得
ない事情で納付が困難な場合には、
できるだけ早めに納税課（市役所
２ 階）にご相談ください。

８ 年度国民健康保険税（国保税）の税率などを決定しました l保険年金課国民健康保険係☎042・470・7733

　東久留米市国民健康保険税条例の一部を改正する条例が 8 年第 １ 回
市議会定例会で可決しました。
　今回の改正では、子ども子育て支援金制度の施行に伴う支援金分の
新設、出産育児一時金の交付税措置廃止による財源の引き上げを行い
ました。地方税法施行令の改正に則して、課税限度額の引き上げと低
所得者に係る保険税の軽減の見直しを行い、総額約 1 億200万円の税
率などの改定を行いました。加入者 １ 人当たり平均で年額4,929円の
引き上げとなります。
　市における医療費は高い水準を維持し、かつ、都への納付金額は増
加し続けており、国保税収だけでは追い付かない厳しい財政運営が続
いています。市の国保の現状についてご理解とご協力をお願いします。

■国保の財政状況
　国保は国民皆保険制度の「最後のとりで」として基盤的役割を担って
いますが、近年の急速な高齢化の進展や低所得者の増加、医療費水準
の高騰などの要因で国保財政は一層厳しさを増しています。平成３０年
度の国保制度改革により都がともに保険者となり、財政運営の責任主
体となったことから、国保財政は安定化に向けた一歩を踏み出すこと
ができたものの都への納付金額は高い水準を維持し、厳しい財政運営
が続いています。
　本来は公費による負担と加入者の皆さんからいただく国保税によっ
て国保制度の運営に必要な費用を賄うべきですが、所得に対する税負
担が重くなりすぎてしまうことから、課税すべき額の一部を一般会計
からの赤字繰り入れ（ ６ 年度決算では ７ 億3,200万円）や国保事業運営
基金（貯金）の取り崩しにより補ってきました。

■改正の内容
　市では健康情報提供サービスｋencom（ケンコム）の利用促進やジ
ェネリック医薬品の使用促進、特定健診の受診率向上、柔道整復など
の受診適正化などを通じて医療費の抑制に取り組んでおり、一定の効
果が上げられているところですが、近年の １ 人当たりの医療費の推移
は増加傾向にあります。
　また、 ８ 年度に市が都に納める国保事業費納付金は約３５億3,900万
円に上り、国保財政の収支などを加味すると約 ５ 億9,400万円の財源
不足が見込まれることから、社会経済情勢などを鑑みて、国保制度運
営を維持するために国保税率などを改めました（下表参照）。
　税制改正に伴う改正としては、課税限度額を見直し、医療分を６６万
円から６７万円に引き上げ、今回引き上げが見送られた後期高齢者支援
分と介護分を合わせた課税限度額は１１０万円となりました。課税限度
額の引き上げにより、所得に応じた税率の改定ができることから、中
・低所得者の負担増を抑制する効果があります。また、軽減の見直し
では、経済動向を踏まえて ５ 割と ２ 割の軽減判定所得を前年度に引き
続き引き上げを行っています。この見直しにより、保険税の軽減が受
けられる所得の範囲が拡大します。なお、今年度の予算編成に当たっ
ては、保険税抑制分としての約 ４ 億1,200万円を含む約 ４ 億6,200万円
の一般会計からの法定外繰り入れ財源不足の補てんを行いました。

表　税率等改定表
項目 年度 所得割率 均等割額 課税限度額

医療分
７ ５.92％ ３万8,300円 ６6万円

８ ５.92％ ３万9,300円 ６7万円

後期高齢者 
支援分

７ ２.23％ １万３,6００円 26万円

８ ２.23％ １万３,6００円 ２6万円

介護分
７ １.９9％ １万４,7００円 １７万円

８ １.９9％ １万４,7００円 １７万円

子ども・子育て
支援金分

7 － － －

8 0.30％ 2,100円※ 3万円
※は、18歳以上の被保険者の方のみが負担いただく均等割額です

※都資料から作成
※医療・後期・介護・子ども・子育て支援金ごとに算出し、合算した金額

図　1人当たり納付金額の推移
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児童扶養手当を振り込みます

　 8 年 ３ 月分および ４ 月分の児童扶
養手当を指定預金口座へ振り込みま
す。
振込予定日 ５ 月１4日㈭
　※金融機関によっては入金が遅れ
る場合がありますので、あらかじめ
ご了承ください。
l児童青少年課助成支援係☎０４２・
４７０・７７３６

就学予定児童・生徒の就学相談

　就学相談は、心身の発達の不安、
気になる様子や行動が見られる児童
・生徒のために適切な教育環境を一
緒に考えていく相談の場です。
受付開始日現在受け付け中　※手続
きに時間を要しますので、早めに申
し込みください。受付時間午前 ９ 時
～午後 ４ 時半e ９ 年 ４ 月に小・中学
校へ入学するお子さんについて、特
別支援学校・特別支援学級への就学
や、特別支援教室への入室などをお
考えの保護者k市nの専用フォーム
から仮申し込みした上で、受け付け
時間中に電話または直
接指導室（市役所 ６ 階）
で本申し込みをしてく
ださいl指導室特別支
援教育係☎042・470・
8032

ファミリー・サポート・センター
のご案内

　同センターは、お子さんを預けた
い人（ファミリー会員）、協力したい

人（サポート会員）からなる有償の相
互援助活動です。いずれの会員も入
会申し込み（会員登録）が必要です。
まずは事業説明会にご参加ください。
■ファミリー会員
　幼稚園行事などでお子さんを連れ
ていけない時、買い物や外出時に預
けたい時、残業などで保育園や学童
のお迎えが間に合わない時などに地
域の協力者がお手伝いします。
利用料金▼平日および土曜日の午前
９ 時～午後 ５ 時＝ １ 時間当たり７００
円▼平日および土曜日の午前 ９時～
午後 ５時以外の時間＝ １ 時間当たり
９００円▼日曜日、祝日、年末年始＝
１ 時間当たり９００円
　※前日までのキャンセルは無料。
当日キャンセルは依頼した時間（利
用時間）の半額になります。
■サポート会員
　お子さんの預かりや送迎をお手伝
いする有償の援助活動です。週 １ 回
など、空いた時間でご協力ください。
サポート会員は入会後、講習会の受
講（修了）により登録となり、その後
活動を紹介します。
l同センター☎０４２・４７５・３２９４

子ども相談

a ５ 月１２日㈫午前 ９ 時半～午後 ３ 時
bわくわく健康プラザ相談室 ２cお
子さんの成長や発達、ことば、話し
方、育児疲れなどの相談を心理相談
員がお受けしますe幼児と保護者k 
l電話で健康課保健サービス係☎
０４２・４７７・００２２へ

すくすく子育て相談

a ５ 月１５日㈮午前 ９ 時
半～午後 ２ 時bわくわ
く健康プラザc育児の
相談、身体測定e乳幼
児と保護者k市nの申

し込みフォームまたは子育て応援ア
プリ「くるめっこナビ」健康課予約シ
ステムでl健康課保健サービス係☎
０４２・４７７・００２２

児童の居場所づくり事業

　市では、公共施設などを活用して
地域のこども達に健全な遊びを提供
する「児童の居場所づくり事業」を実
施しています。
■小山台遺跡公園（屋外）
a ５ 月１６日㈯午前１０時～正午cシャ
ボン玉あそびe乳幼児～小学生
■本村小学校（屋内）
a ５ 月２６日㈫午後 ４ 時～ ５ 時半b体育
館c楽しい運動遊び～リレー遊び～e
小学生
《共通事項》
hタオル、飲み物。屋内は上履き、
屋外は帽子i▼徒歩か自転車で来場
を。食べ物は原則持ち込み禁止▼乳
幼児は保護者同伴▼動きやすい服装
で参加を▼内容を変更する場合あり
k当日会場でl児童青少年課児童青
少年係☎０４２・４７０・７７３５

はじめてのはみがき	 	
“歯っぴーベイビー“

ae 5 月19日㈫▼ １ 歳児クラス(満
１ 歳～ １ 歳 ４ カ月児と保護者)＝午
前１０時～１１時▼ ０ 歳児クラス(満 ７
カ月～１１カ月児と保護者)＝午後 １
時～ ２ 時半bわくわく健康プラザ講
堂c歯の手入れ方法、むし歯予防、
親子遊びなどf各先着１５組（いずれ
も初めての方を優先）
h母子健康手帳、歯ブ
ラシk 5 月 １ 日㈮から
市nの申し込みフォー
ムでl健康課保健サー
ビス係☎042・477・0022

ＢＣＧ予防接種

a ５ 月２０日㈬bわくわく健康プラザ
e ７ 年１２月生まれの乳児（生後 ５ カ
月以上 １ 歳になる誕生日の前日まで
の未接種の乳児も可）h母子健康手
帳、予診票j日程の都合がつかない
方は、次回 ６ 月１７日㈬でも接種可k
当日会場でl健康課予防係☎０４２・
４７７・００３０

放課後講座「万華鏡をつくろう」

　生涯学習センターでは月 １ 回、小
・中学生を対象に放課後講座を開講
しています。
a ５ 月20日㈬午後 ４ 時～ ５ 時b生涯
学習センター創作室cビーズやラメ
などを使って、万華鏡をつくります
e小・中学生f先着１２人d同センタ
ースタッフg無料h筆記用具kl ５
月 １ 日㈮午前 ９ 時から電話（☎０４２・
４７３・７８１１〈第 ４ 月曜日を除く午前 ９
時～午後 ９ 時〉）または同センターで

ジュニア育成地域推進事業	
「ジュニアソフトテニス教室」

a全16回。 6 月・ 9 ～11月の毎週土
曜日(第 5 週を除く)。 ６ 月・ 9 月が
午前10時～正午、10月から午前 ９ 時
～11時b柳窪テニスコートe小学 3
年生～初心者の中学 1 年生f小学生
40人程度、中学生数人hテニスシュ
ーズ・ラケット(貸し出し有り)・タ
オル・飲み物j▼主催＝都・都スポ
ーツ協会・市体育協会▼小学生大会
＝10月2４日㈯午前 9 時～午後 3 時
k 5 月20日㈬までに(必着)、はがき
に教室名・氏名・住所・電話番号・
メールアドレス・学校名・学年を記
入の上、〒203－0011、大門町 2 －
14－37、スポーツセンター内、市体
育協会事務局宛て郵送をl市体育協
会事務局☎042・470・2722

市n

市n

市n

各事業の場所や申し込み方法などの詳細は、各nをご覧ください。

滝山ひろばn 子育てひろば
上の原n

■滝山ひろば　わくわく健康プラザ２階　☎042・420・6743
事業名 日時 内容 申し込み

ねんねの会(滝山) ５月１３日㈬午前10時から 親子の触れ合い遊び、
体重測定、情報交換 受け付け中

はいはいの会(滝山) ５月２７日㈬午前10時から
本村小なかよし広場 ５月１日㈮午前10時から お子さんと遊びながら育

児の情報交換 当日会場で
十小なかよし広場 ５月１５日㈮午前10時から

手作り布おもちゃの会
５月19日㈫午前10時から

オリジナル布おもちゃ作
り

受け付け中

６月２日㈫午前10時から ５月１９日㈫
午前１０時から

わくわくおはなし広場 ５月２６日㈫午前１１時から 乳幼児向けの絵本の読み
聞かせや手遊びなど

５月１２日㈫
午前１０時から

※5月30日㈯は施設安全点検のため閉所します。

■地域子育てひろば上の原　上の原１−２−44　☎042・420・9011
事業名 日時 内容 申し込み

ねんねの会（上の原） ６月５日㈮午前10時から 親子の触れ合い遊び、
体重測定、情報交換

５月２９日㈮
午前10時からはいはいの会（上の原） ６月１９日㈮午前10時から

久留米中なかよし広場 ５月１９日㈫午前10時から お子さんと遊びながら育
児の情報交換 当日会場で

六小なかよし広場 ５月２１日㈭午前10時から
ちびっこ育児
おしゃべり広場 ６月２日㈫午前１０時から 1・2歳児の子育てについ

ての悩み、情報交換など
５月２５日㈪
午前１０時から

おはなし広場 ５月１８日㈪午前１１時から ボランティアによる読み
聞かせや手遊びなど

５月１１日㈪
午前１０時から

※5月２６日㈫は館内整備のため閉所します。

「子育てひろば」
の事業紹介

こども情報
なび

１８歳（高校生）までを対象とした子育て情報、
講座・スポーツなどに関する情報です。

離乳食教室離乳食教室離乳食教室離乳食教室

■ 離乳食ステップ 22
　離乳食 ２ 回食へ移行時期の離乳食の紹介
と試食を行います。
a ５ 月２７日㈬午後 １ 時半～ ２ 時半（ １ 時１５
分から受け付け）
e ７ 年 ９ ～１１月生まれのお子さんの保護者
f先着１２組

■ 離乳食ステップ 44
　 １ 歳頃から幼児食へ移行する前の離乳
食完了期の食事についての紹介と試食を
行います。
a ５ 月２７日㈬午前１０時～１１時（ 9 時45分
から受け付け）
e ６ 年１１月～ ７ 年 ６ 月に生まれたお子さ
んの保護者　f先着１０組

■共通事項
bわくわく健康プラザ 1 階講堂　d管理栄養士
h申し込み時に確認してください
k ５ 月 １ 日㈮から市nの申し込みフォームまたは子育
て応援アプリ「くるめっこナビ」健康課予約システムで

l健康課保健サービス係
☎０４２・４７７・００２２

市n
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ジュニア育成地域推進事業 
「剣道教室」

　日本古来の伝統文化である剣道を
体験、習得することにより強い精神
と身体を創り青少年の健全育成のた
めに開催します。
a 5 月１７日・２４日・３１日、 ６月 ７日
・１４日、いずれも日曜日午前 ９時半
～１１時（ ９時１５分受け付け開始）bス
ポーツセンターe市内
在住・在学の小学生～
高校生h運動ができる
服装k当日会場でl東
久留米剣道連盟・西村
☎０９０・７３８８・１９３８

高齢者・福祉

さいわい福祉センター機能回復
訓練利用者募集

募集期間随時
利用期間初回利用から ６カ月間
c運動療法個別指導▼補装具（車い
す、下肢装具、つえなど）の製作・
修理の相談、使用練習▼整形外科医
師相談e次のすべてに該当する方▼
市内在住で１５歳～６４歳の方▼介護保
険サービスの利用対象でない方▼医
療行為を終え症状が安定し、在宅で
訓練を継続するための指導を希望す
る方f若干名kl電話で同センター
☎０４２・４７７・２７１１（平日午前 ９ 時～
午後 ５時）へ

８ 年度夜間手話講習会（初級）

　初めて手話を学びたい方に初級手
話講習会を開催します。
a全３０回。 ６月 ３日～ ９年 ３月上旬
の毎週水曜日午後 ７ 時～ ８ 時半（夏
季の一部、祝日、年末年始を除く）
bさいわい福祉センターe１８歳以上
で市内在住・在勤の方f２５人gテキ
スト代のみ実費kl ５ 月 ７ 日㈭～１５
日㈮に電話で同センター☎０４２・４７７
・２７１１（平日午前 ９時～午後 ５時）へ

ごみ・住環境

５ 月 ４ 日（月・祝）・５ 日（火・祝）・６ 日 
（水・休）のごみ収集

　 ５月 ４日～ ６日は祝日または休日
ですが、平日と同様に収集します。
ごみと資源物は、決められた収集日
の当日、午前 ８時半までに出してく
ださい。小型廃家電類を除く全品目
が戸別収集です。
　ごみ収集日や分別な
どのごみ出しルールは
市nでご確認ください。
lごみ対策課☎０４２・
４７３・２１１７（粗大ごみの
申し込みは☎０４２・４７３・２１１８または
インターネットで）

野生鳥獣について

　野生鳥獣は、市にも目撃情報や被
害相談が寄せられています。野生鳥
獣を見かけても、餌は
与えたりせず、できる
だけ近づかないでくだ
さい。
■カラス被害の予防
　 ６月前後はカラスの繁殖期です。
カラスの多くは、卵やひなを守るた
めに、巣やひなに近づくと威嚇など
をしてきます。多くのカラスは、餌
の捕れる周辺に生息します。餌とな
りやすい生ごみを少なくするなどの、
ごみの出し方を工夫することが大切

です。
予防対策▼カラスを刺激しない▼巣
やひなに近づかない▼帽子や日傘で
身を守る
■ハクビシンに注意しましょう
　ハクビシンについては都内に生息
しており、市にも目撃情報や被害相
談が寄せられています。ハクビシン
は、体長が約９０～１１０㎝で頭部が入
れば狭い隙間でも通り抜けます。木
登りが得意で夜行性ですが日中も活
動します。雑食性で特に果物を好ん
で食べ、フンを同じ場所に溜める習
性があります。
予防対策▼家屋への浸入を防ぐため
に、侵入口になる隙間をふさぐ▼敷
地内の果物の実を早めに収穫するか
網などをかける▼ペットフードの残
りや生ごみなどを外に放置しない
■捕獲・駆除について
　鳥獣保護法により捕獲許可がない
と捕獲・駆除をすることはできませ
ん。駆除する場合は専門の業者を紹
介します。
l環境政策課生活環境係☎042・４７０
・７７５３

同連盟n

市n

市n

l児童青少年課助成支援係☎０４２・４７０・７７３６

　児童育成手当（育成手当、障害手当）は ６月分以降、 ８年度（ ７年中）
の所得を対象に審査を行います（下表参照）。支給対象に該当する方で、
これまで所得超過などにより受給していない方のうち、新たに該当す
ると思われる方は、早めに申請してください。
　申請に必要な書類や制度の詳細については、市nをご覧ください。
手当は、申請した月の翌月分から支給の対象となりま
す。申請は随時受け付けていますが、申請が遅れた場合、
遅れた月数分の手当が受けられませんので、５月中に児
童青少年課（市役所 ２階）へ申請してください。

表　８年度（７年分）児童育成手当所得制限限度額

扶養親族等の人数 限度額

０人 ３６6万1,０００円未満

１人 404万1,０００円

２人 442万１,０００円

３人 480万1,０００円

４人 518万1,０００円

５人 ５５6万1,０００円

５人以降一人増すごとに加算する金額 ３８万０,０００円

必要書類
①銀行口座のわかるもの
②請求者および児童の戸籍謄本
　（障害手当のみ申請の場合は不要）
j▼�受給要件によっては、他の書類が必要ですので、児童青少年課助
成支援係へ問い合わせてください

　▼�現在受給中の方は ６月中に現況届を郵送しますので、必ず提出し
てください

■育成手当
支給対象次のいずれかに該当する１８歳到達後の最初の ３月末日まで
の児童を扶養している方
▼父または母が死亡
▼父母が婚姻を解消
▼父または母が生死不明
▼父または母が １年以上遺棄している
▼父または母に保護命令が発令されている
▼父または母が １年以上拘禁されている
▼母が婚姻によらず懐胎し、父に養育されていない
▼父または母に重度の障害がある（身体障害者手帳 １・ ２級程度）
支給金額月額 １万３,５００円（児童 １人当たり）

■障害手当
支給対象次のいずれかに該当する２０歳未満の児童を扶養している方
▼身体障害者手帳 １・ ２級程度
▼愛の手帳 １～ ３度
▼脳性まひまたは進行性筋萎縮症
支給金額月額 １万５,５００円（児童 １人当たり）

児童育成手当新規申請の受け付けを開始します

市n

ハクビシン
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お知らせ

下水道使用料等検討委員会の市
民委員募集

　 ７ 年度に策定した「東久留米市下
水道事業経営戦略−２０２６−」に基づ
き、下水道使用料の改定等について
検討するため、「東久留米市下水道使
用料等検討委員会」の開催を予定し
ております。
　委員会の開催にあたり、市民委員
を募集します。
任期など ７ 月 １ 日～１０月３１日（予定）
応募資格市内在住の１８歳以上の方で、
任期中の会議（原則、平日昼間に開
催）に出席できる方募集人数 2 人（応
募者多数の場合、選考の上、決定）
報酬などの有無有申込期間 ５ 月１５日
㈮まで（必着）応募方法「委員に応募
する動機および下水道使用料に関す
るあなたの考えについて」を８００字程
度でまとめ、住所・氏名（ふりがな）
・年齢・電話番号・職業などを記入
の上、郵送（〒２０３−８５５５、施設建設
課下水道計画担当宛て）、m（shise 
tsukensetsu@city.
higashikurume.lg. 
jp）で送信、または直
接同課（市役所 ５ 階 ７
番窓口）へ持参を
　※応募書類は返却しません。選考
結果は、 6 月中旬頃に通知します。
l同担当☎042・４７０・７７５8

東久留米市廃棄物減量等推進審
議会の市民委員募集

　「一般廃棄物処理基本計画」および
「災害廃棄物処理計画」の改定に関わ
る審議を行う「廃棄物減量等推進審
議会」の市民委員を募集します。
任期など ６ 月下旬～ ９ 年 ２ 月初旬。
６ 回程度の開催を予定（平日昼間）
応募資格市内在住の方募集人数 ４ 人

（応募者多数の場合、選考の上、決定）
報酬などの有無有申込期間 ５ 月２２日
㈮まで（必着）応募方法「応募動機」を
４００字程度にまとめ、住所・氏名・
年齢・性別・電話番号・m（お持ち
の方のみ）を記入の上、「廃棄物減量
等推進審議会委員希望」と明記し、
郵送（〒２０３−００４２、八幡町 ２ −１０−
１０、ごみ対策課宛て）、直接同課へ
持参、またはm（gomi 
taisaku@city.higa 
shikurume.lg.jp）で
送信を
　※応募書類は返却し
ません。選考結果は、 ６ 月中旬に通
知します。l同課☎０４２・４７3・２１１７

　空き家の維持管理や、売却等の処分、相続登記など、さまざ
まなお悩みについて、市と協定を結んでいる各分野の専門家が
お話を伺う相談会を開催します。
　空き家については、近隣の方々から市へ多くの相談が寄せら
れます。空き家を放置すると、樹木や雑草の繁茂、家屋の破損
などが発生し、敷地内のみならず、周辺にも悪影響を及ぼしま
す。空き家をお持ちの方は、この機会に相談会へお越しいただ
き、お気軽にご相談ください。
a ５ 月２３日㈯午後 １ 時半から
b市民プラザ（市役所 １ 階）
e空き家をお持ちの方、空き家を相続予定の方
f先着２５組（事前予約制）　※予約の無い方でも、当日の枠に空
きがあればご参加いただけます。
d空き家対策専門家（司法書士、土地家屋調査士、東久留米市
商工会など）
g無料
k ５ 月 １ 日㈮～２２日㈮（閉庁日時を除く）に、市n
の申し込みフォーム、または電話で環境政策課生
活環境係へ
l同係☎０４２・４７０・７７５３

空き家のこと空き家のことはは専門家専門家へへ
相談会を開催します！！相談会を開催します！！

使っていない家の
こと、誰に相談す
ればいい？

将来空き家になるかも
しれず不安…
維持管理のこと、賃
貸・売却など何から手
をつければいい？

家の相続をどうす
ればよいのか悩ん
でいる…

市n

市n

l管理課管理調整担当☎０４２・４７０・７７６４自転車安全利用 TOKYOキャンペーン

①車道が原則、左側を通行
　歩道は例外、歩行者を優先
②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
③夜間はライトを点灯
④飲酒運転は禁止
⑤ヘルメットを着用

自転車に乗るときの基本ルール
「自転車安全利用五則」

■安全利用に向けて
　 ７ 年中の市内の交通事故件数のうち ４ 割以上が自転車関与の事故
です。
　都内では、「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条
例」の規定により自転車保険（自転車損害賠償保険等）への加入が義
務化されているほか、道路交通法の規定により、ヘルメット着用の
努力義務化及び自転車の交通違反に対する交通反則通告制度（青切
符）が適用されています。

■マナーを守ろう
　自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており「車のな
かま」です。交通ルールを遵守するとともに交通マナーを実践し安
全運転を心がけましょう。

　 ５ 月 １ 日㈮〜３１日㈰は、「自転車安全利用ＴＯＫＹＯキャンペー
ン」として、自転車の安全利用を広く周知し、警察署および関係団
体と連携して自転車利用者等への広報啓発活動を実施します。

表　主な自転車の反則行為と反則金
反則行為 反則金

携帯電話使用等（保持）、ながら運転（スマートフォンなどの使用） 12,000円
信号無視

6,000円通行区分違反
横断歩行者等の妨害等
指定場所一時不停止等 5,000円

悪い例悪い例

良い例良い例

市n
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市内情報の検索は 
くるくるチャンネル

　東久留米の情報サイト「くるくる
チャンネル」は市内情報満載のサイ
トです。市内や近隣の役立つ情報を
簡単に検索できるサブサイト「くる
くる案内所」は、「#くるくる案内所」
のハッシュタグをつけてSNSで情報
共有もできます。ぜひ新生活にもご
活用ください。
■出張くるくるチャンネル案内所
　サイトに登録を希望される団体の
受け付けやSNSの使い方などを対面
で相談できます。
a ５ 月20日㈬、 ７月15日㈬午前10時
～11時45分b市役所 １階屋内ひろば
j詳細はくるくるチャンネルnをご
覧くださいl市コミュニティサイト
運営委員会事務局m
（kuru-chan@jcom.
zaq.ne. jp）または企
画調整課☎042・470・
7702

高齢者世話付住宅（シルバーピア）
生活協力員の募集

　シルバーピアは、高齢者（65歳以
上）の一人暮らしや夫婦世帯で住宅
にお困りの方が安全で快適な生活が
送れるよう、都と市が連携して整備
した住宅です。
　市では、このシルバーピア内に居
住して職務に当たる生活協力員（ワ
ーデン）を募集します。
職務内容居住室に隣接する生活協力
員専用住宅に居住し、入居者の安否
確認や団らん室の管理など。管理対
象は２１戸申込資格次の①～④の全て
に該当する方。①高齢者福祉に熱意
と理解がある②申し込み者本人と同
居親族が成年者で、都内に住民登録
がある（単身不可）③現に居住するた
めの住居を必要としている④70歳以
下である　※所得制限有。報酬月額
8 万5,800円（税込）　※別途家賃の
半額を市が助成。勤務場所都営シル
バーピア中央すみれ（中央町 ２ − ３

− ５）の １室（ ３ DK）kl電話（☎０４２
・４７０・７７85）または直接福祉総務課
高齢者福祉係（市役所 1階）へ

日本語教室ボランティア募集

　「東久留米にほんごクラス」と「東
久留米国際友好クラブ」の ２ 団体で
は、外国人と一緒に日本語を学習す
るボランティアを募集しています。
日本語で日本語を教えますので、資
格や外国語力は問いません。関心の
ある方は、説明会にご参加ください。
■東久留米にほんご
クラス
　毎週火曜日の午後
７時から始まる夜の
クラスです。詳細は
同クラスnをご覧ください。
説明会 ５ 月19日㈫午後 ７時から、市
民プラザ会議室（市役所 １階）で。 ５
月12日㈫までに申し込みを
■東久留米国際友好クラブ
　日本語教室は大人
のクラス（月曜・水
曜・木曜日の午前10
時から）とこどもの
クラス（水曜日午後
３ 時から）があります。詳細は同ク
ラブnをご覧ください。
説明会 ６ 月 2 日㈫午後 ２時から、市
民プラザホール（市役所 １階）で。 ５
月29日㈮までに申し込みを
《共通事項》
kl総務課庶務担当☎０４２・４７０・
７７７７（内線２４３１）

職員募集

会計年度 
任用職員募集

　募集の詳細は市nを
ご覧ください。
■児童厚生指導員（会計年度任用職
員・専門職）
任用期間 ６ 月 １ 日～ ９ 年 ３ 月３１日

勤務時間月曜～土曜日、月１２４時間、
午前 ８時１５分～午後 ７時の間で ４～
７時間のシフト勤務（変則勤務あり）
勤務場所市内学童保育所募集人数若
干 名 報酬 月 額 ２３ 万 １,９９０ 円
応募資格の有無有説明会 ５ 月 ８ 日㈮
午前１１時から（３０分程度）・市役所 5
階５０１会議室申込期間 ５ 月１４日㈭ま
でl児童青少年課☎０４２・４７０・７７３５

国民年金の加入手続きについて
　日本に住んでいる２０歳以上６０歳
未満のすべての方は、国民年金に
加入することになります。加入者
は、職業などによって ３つのグル
ープに分かれており、それぞれ加
入手続きが異なります。
■第 １号被保険者
　自営業者、学生、農業などに従
事している方は、国民年金への加
入手続きを保険年金課や年金事務
所の窓口、またはマイナポータル
を利用した電子申請で行います。
国民年金の保険料は自分で納める
必要があります。
■第 ２号被保険者
　会社員や公務員など、厚生年金
保険等へ加入している方は、手続
きは勤務先で行っています。国民

年金の保険料を直接納める必要は
ありません。これは、厚生年金や
共済年金が加入者に代わって国民
年金に必要な費用を負担している
ためです。
■第 ３号被保険者
　第 ２号被保険者に扶養されてい
る配偶者の方は、第 ３号被保険者
といい、加入手続きは第 ２号被保
険者の勤務先を経由して行います。
国民年金の保険料を直接納めるこ
とはありません。なお、第 １号被
保険者に扶養されている配偶者及
び厚生年金に加入している６５歳以
上の受給者に扶養されている配偶
者の方は第 ３号被保険者にはなり
ません。保険料は自分で納める必
要があります。
lねんきん加入者ダ
イヤル☎０５７０・００３
・００４、日本年金機
構n

国民年金だより

くるくる
チャンネルn

東久留米
にほんごクラスn

東久留米
国際友好クラブn

日本年金機構n

市n

飼い主のいない猫（野良猫）への飼い主のいない猫（野良猫）への
不妊・去勢手術を支援します不妊・去勢手術を支援します

　市内に生息する飼い主のいない猫（野良猫）を増やさないため、市
は公益財団法人どうぶつ基金が手術費などを全額負担する「さくら
ねこ無料不妊手術チケット（行政枠）」事業に参加しています。同事
業の活動に賛同する方にチケットを配布しています。

 さくらねこ無料不妊手術チケット（行政枠）とは 
　飼い主のいない猫に対し「さくらねこTNR（※）」を実施すること
で繁殖を防止し、「地域の猫」「さくらねこ」として一代限りの命を全
うさせ、飼い主のいない猫に関わる苦情や、殺処分の減少に寄与す
る活動です。
　※�さくらねこTNR＝T

ト ラ ッ プ

rap／捕獲し、N
ニ ュ ー タ ー

euter／不妊去勢手術を行
い、R

リ タ ー ン

eturn／元の場所に戻す活動で、その印として耳先をさ
くらの花びらのようにV字カットすること

 対象 
　市内に生息する飼い主のいない猫に不妊・去勢手術を実施する方
 配布 
　環境政策課窓口（市役所 ５階）で、毎月 １日からその月に使用でき
るチケットを枚数限定で配布（配布条件あり）
l環境政策課生活環境係☎０４２・４７０・７７５３

市n

さくら耳の猫

さくらねこTNRの解説

市民農園の利用者募集中市民農園の利用者募集中
　区画に空きがある市民農園の利用者を随時募集しています。
　市nおよび地域振興課窓口（市役所 ６ 階）で配布している「市
民農園利用心得」を必ずお読みいただき、内容をよくご理解の
上、お申し込みをお願いします。既に利用が決定している方の
再度のお申し込みはできません。詳細は市nをご確認ください。
現在空きがある農園
　小山農園・浅間農園・神宝農園・下里農園・滝山農園
申し込み方法
　申込書に必要事項を記入し、地域振興課に
持参または郵送で提出してください。※窓口
で申し込む場合は、土曜・日曜日を除く午前
８時半～午後 ５時（正午～午後 １時を除く）
　※先着順で受け付けします。
l地域振興課農政係☎０４２・４７０・７７４３ 市n

7お知らせ 職員募集
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MaiKai＝a月 3 回。土曜日午
前10時～11時半bわくわく健康プラザg
会費月2,000円他j自彊術という健康体
操で、免疫力アップ！フレイル予防や姿
勢改善にも◎楽しく健康に！l小山☎
090・8877・0864
◆日曜日健康麻雀クラブ＝a毎週日曜日
午後 １ 時～ ４ 時45分b八幡町地区センタ
ーg会費 1 回500円j初心者の方でも上
級者の方でも大歓迎です。飲まない、吸
わない、賭けない健康麻雀♪l引間☎
090・9800・3649
◆歴史を語る会＝a隔月 １ 回。原則金曜
日午後 １ 時～ ３ 時b生涯学習センターg
会費 1 回６００円j次回は 5 月29日㈮『江戸
期に於ける三大改革』①「享保の改革」講
師は近藤幸徳氏l飯澤☎090・4172・
3514
◆東久留米ファイターズ＝a毎月火曜日
午後 1 時～ ３ 時他b南町運動広場g入会
金1,000円、会費年6,０００円j健康第一！
打って走って、和気あいあいプレーを楽
しんでいますl宝崎☎090・9323・8159
◆観世流謡曲同好会春秋会＝a毎月第 ２
・第 ４ 金曜日午後 1 時半～ ３ 時半b滝山

団地第 2 集会所g会費年 2 回、各２,000
円j一緒に楽しく謡いませんか。経験者
歓迎。見学可。お喋り会ありl中村☎
042・474・9079
◆Yoga arya＝a毎週土曜日（平日は不
定期）午前10時～11時b東久留米第 2 住
宅12号棟集会所g会費 1 回1,000円j初
心者歓迎。お気軽にご参加くださいl有
光☎042・410・0276
◆М 2 スポーツ新体操＝a毎週金曜日午
後 ３ 時半～ ７ 時bわくわく健康プラザg
入会金1,000円、会費月4,500円j学年別
で楽しい曲に合わせ練習し、イベントや
試合に参加しますl黒澤☎090・1200・
6599
◆絵手紙ポストの会＝a月 1 回。第 2 火
曜日午後 1 時～ ３ 時半b生涯学習センタ
ーg入会金1,000円、会費年12,000円他j
へたでいいへたがいいをモットーに皆楽
しんでいます。見学自由l佐久間☎090
・6500・6116
◆ペン習字会＝a月 2 回。月曜・水曜日
午前10時～正午他b生涯学習センターg
入会金500円、会費月3,450円他j毎月添
削をして上達していく楽しみがあります
l矢崎☎090・7706・3154
◆大正琴和（なごみ）会＝a月 2 回。水曜
・木曜日午前10時～午後 ４ 時他b八幡町
地区センター他g入会金1,500円、会費
月3,500円他j懐かしい歌を大正琴で弾

けるともっと楽しくなります。無料講習
有l樋口☎090・5404・3481
◆遊友会グランドゴルフ＝a毎週水曜・
木曜日。水曜日は午後 1 時～ 3 時、木曜
日は午前 9 時～正午b不動橋グラウンド
場g会費 6 カ月1,000円j健康で明るく
楽しいクラブです。一緒に楽しみません
か。体験歓迎l五十嵐☎090・7232・
3786
◆冨岡カラオケ教室＝a月 2 回。第 2 ・
第 4 月曜日午前 9 時半～11時半b中央町
地区センターg入会金1,000円、会費月
1,500円jピアノに合わせた発声と歌の
練習。また 1 人でも歌える練習もありま
すlアオイ☎090・8843・1330

催 し
◆東久留米ＰＣＧ＝a ５ 月 ９ 日㈯午後 １
時から開場bわくわく健康プラザ ２ 階g
参加費１００円jポケカ対戦イベントを毎
月開催中！！初心者＆上級者歓迎！！l
渡邉☎090・1855・5027
◆第 ３ 回静軒茶会（静軒会）＝a ５ 月２４日
㈰午前１０時からb成美教育文化会館 ３ 階
和室g茶券料2,500円j新緑の候、穏や
かな茶の湯のひと時を過ごしませんか？
l亀岡☎090・9850・0063
◆講演会「記憶を巡る旅（仮題）」（慶應義
塾東久留米三田会）＝a ５ 月１６日㈯午後
２ 時半開演（ ２ 時開場）b成美教育文化会

館 １ 階ギャラリーg無料j自由学園咲花
昭嗣准教授が「旅」を学術的に考察します
l中川☎090・2496・3502
◆イリアンソス後援会映画上映会（社会
福祉法人イリアンソス）＝a 5 月16日㈯
2 部制。午前10時半からと午後 1 時から

（各部20分前開場）b生涯学習センターホ
ールg入場料1,000円j上映内容：梅切
らぬバカl池田☎042・473・9027
◆KKギタークラブミニコンサート（KK
ギタークラブ）＝a 5 月26日㈫午前10時
半開演（１０時20分開場）b市民プラザホー
ル（市役所 1 階）g無料j演奏曲：ウイー
ンはいつもウイーン。エルチョクロ。私
のお父さんなどl渡下☎042・465・4466
◆東久留米パーキンソン病友の会医療講
演会（東久留米パーキンソン病友の会）=
a 5 月16日㈯午後 1 時開場b西部地域セ
ンター多目的ホールg無料j医療法人社
団エキップみわ内科クリニック院長三輪
英人氏l能見☎042・473・1457

市 民 伝 言 板

都営住宅入居者募集

募集案内の配布 ５ 月 ７ 日㈭～１５日㈮（土
曜・日曜日を除く）に、都市計画課（市役
所 ５ 階）、総合案内（市役所 1 階）、上の
原・ひばりが丘・滝山の各連絡所、東部
地域センターほかで配布（配布期間中は
都住宅供給公社nからも取得可）
　※ ５ 月１０日㈰午前 ９ 時半～午後 ５ 時は、
東京観光情報センター前（都庁第一本庁
舎 １ 階）で配布。
e①世帯向け（一般募集住宅）②若年夫婦
・子育て世帯向け（定期使用住宅）③居室
内で病死等があった住宅
　※①～③それぞれに申し込み資格があ
りますので、詳細は募集案内をご確認く
ださい。
k ５ 月２１日㈭までに渋谷郵便局に（必着）、
募集案内に同封の申込用紙・封筒に必要
事項を記入の上、郵送を。オンライン申
し込みも可（ ５ 月２１日㈭までに都営住宅
入居者募集サイト内で申し込み完了した
ものを受け付け）l同公社募集センター
☎０３・３４９８・８８９４（土曜・日曜日、祝日
を除く）
　※ ５ 月 ７ 日㈭～２１日㈭は☎０３・５４６７・
９２６９または☎０５７０・０１０・８１０（土曜・日
曜日を除く）

都住宅供給
公社n

都営住宅入居者募集
サイトn

しごとフェアｉｎ清瀬＆東久留米

　市と清瀬市、ハローワーク三鷹が共催
する「しごとフェアｉｎ清瀬＆東久留米」 
を開催します。
a ５ 月１２日㈫①面接対策セミナー＝午前
１０時～１１時４５分②就職面接会＝午後 １ 時
２０分～ ４ 時b清瀬市生涯学習センターア
ミューホール（清瀬市元町 １ − ２ −１１　

アミュービル ７ 階）c②参加企業はハロ
ーワーク三鷹nで公開（ ６ 社程度）f①の
み先着４０人（予約制）h①
筆記用具②応募書類・ハ
ローワーク紹介状（紹介
状はなくても参加可）k
①ハローワーク三鷹nの
申し込みフォームで②当
日会場でlハローワーク三鷹職業相談第
一部門☎0422・47・8617

公立昭和病院「第43回市民公開講座」

a 5 月23日㈯午後 2 時半～ 4 時( 2 時開
場)bルネこだいら中ホール（小平市美園
町 1 − 8 − 5 ）c①「人生の最終章に起こ
ること～在宅緩和ケアの立場から～」②

「そのとき、あなたはどんな人生を望み
ますか？～地域でつながり・支える人生
会議（ACP）～」d①山崎章郎氏（ケアタ
ウン小平クリニック名誉院長）②岡田健
助氏（公立昭和病院循環器内科）k事前申
込不要l公立昭和病院地域医療連携室☎
042・461・0052（内線2168）

老い支度講座　成年後見制度とは

　成年後見人を専門職に依頼するメリッ
ト、親族後見人との違いなど、成年後見
制度に関する疑問や専門職後見人のはた
らきについて社会福祉士の視点から講義
します。
a ５ 月２９日㈮午後 2 時～ 4 時b市民プラ
ザホールe市内在住の方f先着60人d横
田昌志氏（ぱあとなあ東
京所属社会福祉士）g無
料k ５ 月１５日㈮までに市
社会福祉協議会へ電話ま
たは同協議会nの申し込
みフォームでl同協議会
☎042・479・0294、o042・476・4545

多摩六都科学館組合会計年度任用職
員（事務補助員）の募集

　多摩六都科学館組合では ６ 月 １ 日以降
に会計年度任用職員（事務補助員）として
勤務を希望する方を募集します。提出書
類・申請方法など、詳細は同組合nをご
覧ください。

k申込書等に必要事項を
明記し、郵送（〒188−0014、
西東京市芝久保町 5 −10
−64、同組合事務局管理
課宛て）、または直接同
組合管理課に持参をl同
組合事務局管理課☎042・469・6982、ま
たは市企画調整課☎042・470・7702

持っていますか？マイ消火器

　火災はいつ起こるかわからないため、
万が一火災が起きた際には、消火器によ
る初期消火が重要です。消火器は火災の
抑制や被害軽減にとても効果的で、迅速
な消火が家族や財産、地域を守ることに
つながります。消火器は通常の火災だけ
ではなく、天ぷら油火災、ストーブ火災、
電気火災など様々な火災に対応可能で、
持ち運びやすく、早い初
期消火につながります。
いざという時に確実に消
火できるよう、使用方法
を日頃から確認しておく
ことが大切です。ご自宅
に「マイ消火器」を備えましょう。
l東久留米消防署防火査察係☎０４２・４７１
・０１１９

有償家事援助活動 
「ふれあいサービス」協力会員募集

　高齢者や障害者、産前産後で家事にお
困りの方が、住み慣れた家で生活できる
ように手助けする地域の助け合い活動で
す。空いている時間で協力できる方を募
集しています。
c次の中から提供できる内容を選んで登
録▼食事の支度▼衣類などの洗濯・繕い
▼住居の掃除・整理▼生活用品の買い物
▼話し相手・朗読・代筆▼外出・通院付
き添い▼その他e18歳以上で心身ともに
健康な方g年会費1,000円以上謝金 1 時
間あたり800円l市社会福祉協議会ふれ
あいサービス☎042・473・0294

地域の困りごとを解決するアイデア
募集

　市社会福祉協議会ボランティアセンタ
ーでは、地域福祉の新しい課題や地域の
困りごとに対し、各種団体と社協がお互
いの強みを活かして一緒に取り組むとと
もに、実施にかかる費用を助成します。
生活課題の解決につながる企画やアイデ
アをお待ちしています。詳細は同協議会
nの「地域協働事業ガイドライン」をご覧
ください。
重点テーマ▼地域福祉の担い手の養成に
取り組む事業▼複数の自治会や自主防災
組織、福祉施設および団体等が協働して
実施する避難所運営訓練事業▼福祉施設
等による地域福祉に関する事業▼オンラ
インを活用して取り組む地域福祉に関す
る事業▼福祉関連団体・施設間で協働す
る地域福祉に関する事業
　※ ９ 年 ３ 月までに事業が終了するもの
に限ります。
e市内で活動する非営利団体（ボランテ
ィア団体や市民活動団体、福祉施設、複
数の会からなる実行委員など）助成額 １
事業 ５ 万円～１０万円k同
協議会と相談、打ち合わ
せの上、申請書類を提出
l同協議会ボランティア
セ ン タ ー ☎ ０４２・４７５・
０７３９

官 公 署 だ よ り

申し込み
フォーム

ハローワーク
三鷹n

東京消防庁n

同組合n

同協議会n

8 令和8年5月1日号 官公署だより
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